
長岡市告示第３６７号 
 
 市発行刊行物売払代金徴収事務委託に関し令和５年３月９日長岡市告示第９７号で告示

した内容に次のとおり変更があったため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

３条の２第２項及び長岡市財務規則（平成３年長岡市規則第１５号）第６２条第２項の規

定に基づき、告示します。 

 

  令和６年６月１０日 
 
 

       長 岡 市 長  磯 田 達 伸 
 
１ 委託事務の内容及び委託先 

委託事務の内容 委託先 
長岡市立西地域図書館、長岡市立南地域図書

館、長岡市立北地域図書館及び長岡市立栃尾

地域図書館の市発行刊行物売払代金徴収事

務 

東京都文京区大塚３丁目１番１号 
株式会社図書館流通センター 
代表取締役 谷一 文子 

長岡市立中之島地域図書館の市刊行物売払

代金徴収事務 
新潟市中央区紫竹山２丁目５番４

０号 
ＮＫＳ・ＴＲＣ共同事業体 
代表 田 琢哉 

長岡市立寺泊地域図書館の市刊行物売払代

金徴収事務 
 
２ 変更する事項 
  地方自治法改正による法令上の根拠規定の変更 
 
３ 変更内容 
  変更前 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）１５８条第１項 
  変更後 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項 
 
 


